
成田市建設工事適正化指導要綱 新旧対照表 
 

改正前 改正後 

成田市建設工事適正化指導要綱 

 

（下請契約の締結の制限） 

第５条  特定建設業者でなければ，その者が市から直接請け負った建設工事を施工する

ための次の各号のいずれかに該当する下請契約を締結してはならない。 

（１） 下請代金の額が１件で 4,000 万円以上（建築一式工事にあっては 6,000 万円以

上）となる下請契約 

（２） 一工事で下請契約が二以上になる場合において，その下請契約を締結すること

により，下請代金の総額が 4,000 万円以上（建築一式工事にあっては 6,000 万円以上）

となる下請契約 

２～３  略 

 

 

（技術者の適正な配置） 

第６条  建設業者は，その請け負った建設工事の適正な施工を確保するため，当該工事

現場に主任技術者を配置し，工事施工の技術上の管理を行わなければならない。 

２  市から直接工事を請け負った特定建設業者は，当該工事を施工するため締結した下

請契約の請負代金の総額が4,000万円以上（建築一式工事にあっては6,000万円以上）

になる場合においては，前項の規定にかかわらず，当該工事現場に監理技術者を置い

て工事施工の技術上の管理を行わなければならない。 

３～６ 略 

 

 

成田市建設工事適正化指導要綱 

 

（下請契約の締結の制限） 

  第５条  特定建設業者でなければ，その者が市から直接請け負った建設工事を施工

するための次の各号のいずれかに該当する下請契約を締結してはならない。 

（１） 下請代金の額が１件で 4,500 万円以上（建築一式工事にあっては 7,000 万円以

上）となる下請契約 

（２） 一工事で下請契約が二以上になる場合において，その下請契約を締結すること

により，下請代金の総額が 4,500 万円以上（建築一式工事にあっては 7,000 万円以

上）となる下請契約 

２～３  略 

 

 

（技術者の適正な配置） 

第６条  建設業者は，その請け負った建設工事の適正な施工を確保するため，当該工

事現場に主任技術者を配置し，工事施工の技術上の管理を行わなければならない。 

２  市から直接工事を請け負った特定建設業者は，当該工事を施工するため締結した

下請契約の請負代金の総額が 4,500 万円以上（建築一式工事にあっては 7,000 万円以

上）になる場合においては，前項の規定にかかわらず，当該工事現場に監理技術者を

置いて工事施工の技術上の管理を行わなければならない。 

３～６ 略 
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